
寄附金受付 

 

滋賀県発明協会は、発明奨励事業等を推進することにより科学技術の発展と地域経済の活性化に寄与してい

ます。中でも、青少年が創造性豊かな人間形成を図ることにより、明るい未来、豊かな社会を将来世代にも

継続しようとしています。皆様のご支援をお願いします。 

 

ご寄附の方法 

寄附の申し出につきましては、「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、当協会までご送付ください。その後、

下記振込先への手続きをお願いいたします。 

 

「寄附申込書」送付先 

〒520-3004 滋賀県栗東市上砥山232  

一般社団法人滋賀県発明協会 

（FAX 077-558-3887） 

 

振込先 

滋賀銀行 栗東支店 普通預金 口座番号960360 

一般社団法人滋賀県発明協会  { シャ）シガケンハツメイキョウカイ } 

 

税制上の優遇措置 

法人の場合は、資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。 

 

問い合わせ 

滋賀県発明協会 事務局 

TEL 077-558-4040 

 

寄附申込書 



寄 附 申 込 書 

令和  年  月  日 

一般社団法人滋賀県発明協会 

会長 清水 貴之 様 

  ご住所 

ご芳名（会社名） 印 

下記により貴協会に寄附を申し込みます。 

記 

１．寄附金額  金 円也 

１．寄付金の種類・寄附目的 

□ 一般寄附金

□ 特定寄附金 目的 

連絡担当者   TEL

FAX

上記申込書のご住所とご連絡先が違う場合ご記入をお願いします 

会社名

所在地

請求書  要・不要 （ 宛） 

一般社団法人滋賀県発明協会 （FAX ０７７－５５８－３８８７） 

送金先  滋賀銀行  栗東支店  普通預金口座 ９６０３６０ 

口座名  一般社団法人滋賀県発明協会 
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寄附⾦を⽀出したとき

個⼈が⽀出した寄附⾦の控除

 国や地⽅公共団体、特定の法⼈などに寄附をした場合は、確定申告を⾏うことで、所得税等が還付される場合があります。

 ・個⼈が特定寄附⾦を⽀出したときは、１寄附⾦控除（所得控除）として所得⾦額から差し引かれます。

 ・個⼈が⽀出した政治活動に関する寄附⾦のうち政党若しくは政治資⾦団体に対する寄附⾦⼜は個⼈が⽀出した認定NPO法⼈等
若しくは公益社団法⼈等に対する寄附⾦については、１寄附⾦控除（所得控除）の適⽤を受けるか、２寄附⾦特別控除（税額控
除）の適⽤を受けるか、どちらか有利な⽅を選ぶことができます。

１ 寄附⾦控除（所得控除）

 寄附⾦控除は次の算式で計算します。

（その年中に⽀出した特定寄附⾦の額の合計額）－(２千円）＝（寄附⾦控除額）

 注︓特定寄附⾦の額の合計額は所得⾦額の40％相当額が限度です。

２ 寄附⾦特別控除（税額控除）

(ｉ) 政党等寄附⾦特別控除は次の算式で計算します。

（その年中に⽀出した政党等に対する寄附⾦の額の合計額－２千円）×30％＝（政党等寄附⾦特別控除額）

 ◎100円未満の端数切捨て

(ii) 認定NPO法⼈等寄附⾦特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に⽀出した認定NPO法⼈等に対する寄附⾦の額の合計額－２千円)×40％＝(認定NPO法⼈等寄附⾦特別控除額)

 ◎100円未満の端数切捨て

(iii) 公益社団法⼈等寄附⾦特別控除は次の算式で計算します。

（その年中に⽀出した公益社団法⼈等に対する寄附⾦（⼀定の要件を満たすもの）の額の合計額－２千円）×40％＝（公益社
団法⼈等寄附⾦特別控除額）

 ◎100円未満の端数切捨て

注１︓（ｉ）〜（iii）の寄附⾦の額の合計額は原則として所得⾦額の40％相当額が限度です。
注２︓（ｉ）の特別控除額はその年分の所得税額の25％相当額が限度です。（ii）及び（iii）の特別控除額の合計額はその年分の
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所得税額の25％相当額が限度です。
注３︓上記１及び２の算式中の２千円は、寄附⾦控除と寄附⾦特別控除（税額控除）とを合わせた⾦額です。

〈控除を受けるための⼿続〉

 ・寄附⾦控除⼜は寄附⾦特別控除（税額控除）に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

 ・政治活動に関する寄附⾦については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附⾦（税額）控除のための書類」を申告書に添付
する必要があります。

 注︓確定申告書を提出するときまでに「寄附⾦（税額）控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、寄附
⾦の受領証の写しを添付して確定申告し、後⽇、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署に提出します。

 ・⼀定の特定公益増進法⼈に対する寄附や、特定公益信託の信託財産とするための⽀出については、その法⼈や信託が適格であ
ることなどの証明書の写し⼜は認定書の写しを申告書に添付するか、申告書提出の際に提⽰する必要があります。

 注︓寄附⾦特別控除（税額控除）の適⽤を受けるときは、上記書類を申告書に添付する必要があります。

 ・その他の寄附については、寄附した団体等から交付された寄附⾦受領証明書⼜はＱＲコード付控除証明書等（※）を、申告書
に添付するか、申告書提出の際に提⽰する必要があります。

 ・寄附した団体等から寄附⾦受領証明書の電⼦データの交付を受けた⽅は、確定申告の際に、当該電⼦データを申告書に添付
し、電⼦的に提出・送信することができます。

 ・ふるさと納税をされた⽅は、国税庁⻑官が指定した特定事業者が発⾏する「寄附⾦控除に関する証明書」や地⽅公共団体が発
⾏する「寄附⾦受領証明書」の電⼦データを、マイナポータル連携により⼀括取得し、申告書に⾃動⼊⼒することができます。
 詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

※寄附した団体等から交付を受けた寄附⾦受領証明書の電⼦データ（XML形式）を基に、国税庁ホームページで公開している
「ＱＲコード付証明書等作成システム」で作成・印刷した書⾯のことをいいます。ＱＲコードは、株式会社デンソーウェー
ブの登録商標です。

〈特定寄附⾦とは〉

１ 国⼜は地⽅公共団体に対する寄附⾦
 注︓学校の⼊学に関して寄附するものは除きます。
  次の２及び３においても同じです。

２ 指定寄附⾦
  公益社団法⼈、公益財団法⼈その他公益を目的とする事業を⾏う法⼈⼜は団体に対する寄附⾦で、広く⼀般に募集され、かつ
公益性及び緊急性が⾼いものとして、財務⼤⾂が指定したもの

３ 特定公益増進法⼈に対する寄附⾦
  公共法⼈等のうち、教育⼜は科学の振興、⽂化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められ
た特定公益増進法⼈に対する寄附⾦で、その法⼈の主たる目的である業務に関連するもの

４ 特定公益信託の信託財産とするために⽀出した⾦銭
  主務⼤⾂の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育⼜は科学の振興、⽂化の向上、社会福祉への貢献その他公益の
増進に著しく寄与すると認められる⼀定の公益信託の信託財産とするために⽀出した⾦銭

５ 認定NPO法⼈等に対する寄附⾦
  特定非営利活動法⼈のうち、⼀定の要件を満たすものとして所轄庁から認定⼜は特例認定を受けたもの（認定NPO法⼈⼜は特
例認定NPO法⼈）に対する寄附⾦で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの
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 なお、認定NPO法⼈及び特例認定NPO法⼈の⼀覧は内閣府ホームページ（https://www.npo-homepage.go.jp）をご覧くだ
さい。
注︓認定の有効期間内に⽀出する寄附⾦について適⽤されます。

６ 政治活動に関する寄附⾦
 個⼈が⽀出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附⾦のうち、⼀定の要件に該当するもの
 （１）政党（⽀部を含みます。）
 （２）政治資⾦団体
 （３）その他の政治団体で⼀定のもの
 （４）⼀定の公職の候補者

７ 特定新規中⼩会社が発⾏した株式の取得に要した⾦額など

〈参考〉個⼈住⺠税における寄附⾦税額控除について

 都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募⾦会・⽇本⾚⼗字社⽀部に対する寄附⾦、住所地の都道府県・市区町村が条例で
指定した寄附⾦を⽀出した場合は、住⺠税（翌年度）において寄附⾦税額控除を受けることができます。この寄附⾦税額控除を受
けるには、原則として所得税等の確定申告⼜は住所地の市区町村に住⺠税の申告を⾏っていただく必要があります。

注１︓住⺠税の控除を受けるために、住所地の市区町村に住⺠税の申告のみを⾏った場合は所得税の寄附⾦控除は受けられません
ので、ご注意ください。

注２︓確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税（総務⼤⾂が指定した都道府県・市区町村に対する寄附）を⾏う場合、確定
申告を⾏わずにふるさと納税の寄附⾦控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

 詳しくは、お住まいの市区町村の窓⼝にお尋ねください。

法⼈が⽀出した寄附⾦の損⾦算⼊

 国や地⽅公共団体への寄附⾦と指定寄附⾦はその全額が損⾦になり、それ以外の寄附⾦は⼀定の限度額までが損⾦になります。

 法⼈が⽀出した寄附⾦については、⼀定の範囲内で損⾦に算⼊されます。

１ 国等に対する寄附⾦及び指定寄附⾦

 国や地⽅公共団体に対する寄附⾦及び指定寄附⾦は、その⽀払った全額が損⾦に算⼊されます。

２ 特定公益増進法⼈等に対する寄附⾦

 特定公益増進法⼈に対する寄附⾦、特定公益信託の信託財産とするために⽀出した⾦銭及び認定NPO法⼈等に対する寄附⾦のう
ち⼀定の要件を満たすものは、その合計額と次の特別損⾦算⼊限度額とのいずれか少ない⾦額が損⾦に算⼊されます。

〔資本⾦等の額 × × ＋所得の⾦額× 〕× ＝〔特別損⾦算⼊限度額〕

注１︓資本⾦等の額は、資本⾦の額及び資本準備⾦の額の合計額⼜は出資⾦の額をいいます。

注２︓所得の⾦額は、⽀出した寄附⾦の額を損⾦に算⼊しないものとして計算します。

注３︓特定公益増進法⼈等に対する寄附⾦のうち損⾦に算⼊されなかった⾦額は、以下３の⼀般の寄附⾦の額に含めます。

３ 上記以外の寄附⾦（⼀般の寄附⾦）
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 上記１及び２に該当しない寄附⾦（⼀般の寄附⾦）は、以下の損⾦算⼊限度額までが損⾦に算⼊されます。

〔資本⾦等の額 × × ＋所得の⾦額× 〕× ＝〔損⾦算⼊限度額〕

計算例 資本⾦等の額1,000万円、所得の⾦額1,500万円、１年決算法⼈の場合の損⾦算⼊限度額

〔1,000万円× × ＋ 1,500万円 × 〕× ＝〔10万円〕

〈損⾦算⼊するための⼿続〉

 上記１及び２の寄附⾦を損⾦に算⼊するには、確定申告書にその⾦額を記載し、寄附⾦の明細書など所定の書類を添付するとと
もに、所定の書類を保存している必要があります。

〈参考〉法⼈住⺠税及び法⼈事業税における寄附⾦税額控除について（企業版ふるさと納税）

 法⼈が地域再⽣法における認定地⽅公共団体が⾏う「まち・ひと・しごと創⽣寄附活⽤事業」に関連する寄附⾦（特定寄附⾦）
を⽀出した場合には、法⼈住⺠税及び法⼈事業税において税額控除を受けることができます。
 また、法⼈住⺠税からの控除税額が⼀定の⾦額に満たない場合、⻘⾊申告書を提出する法⼈については、法⼈税の確定申告書等
に所定の書類を添付し、所定の書類を保存することにより法⼈税において税額控除を受けることができます。
 詳しくは、事務所⼜は事業所が所在する道府県・市町村の窓⼝にお尋ねください。

所得税と法⼈税の寄附⾦税制の⽐較（主なもの）

区分 所得税 法⼈税

国⼜は地⽅公共団体に対
する寄附⾦

特定寄附⾦として、⼀定の⾦額を所得控除

〔公益社団法⼈等、認定NPO法⼈等⼜は政党等に対する寄
附⾦で⼀定のものについては、税額控除を選ぶことができ
ます。〕

⽀出額の全額を損⾦算⼊
指定寄附⾦

特定公益増進法⼈に対す
る寄附⾦

⼀般の寄附⾦とは別枠で寄附⾦の額の合計額と特別
損⾦算⼊限度額とのいずれか少ない⾦額の範囲内で
損⾦算⼊

特定公益信託の信託財産
とするために⽀出した⾦
銭

認定NPO法⼈等に対する
寄附⾦

政治活動に関する寄附⾦
損⾦算⼊限度額の範囲内で損⾦算⼊⼀般の寄附⾦（上記以

外） 所得控除されない
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税の情報・⼿続・⽤紙

• 税について調べる
• 申告⼿続・⽤紙
• 納税・納税証明書⼿続
• 税理⼠に関する情報
• お酒に関する情報
• 税の学習コーナー
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刊⾏物等

• パンフレット・⼿引
• インターネット番組「Web-TAX-TV」
• 出版物
• 統計情報
• 点字広報誌「私たちの税⾦」

法令等

• 税法（e-Govの「e-Gov法令検索」へリンク）
• 法令解釈通達
• その他法令解釈に関する情報
• 事務運営指針
• 国税庁告⽰
• ⽂書回答事例
• 質疑応答事例

お知らせ

• トピックス⼀覧
• 報道発表
• パブリックコメント
• 調達情報・公売情報
• 不審な電話や振り込め詐欺にご注意を
• その他のお知らせ

国税庁等について

• 国税庁の概要
• 組織（国税局・税務署・税務⼤学校等）
• 採⽤情報
• 国税庁の実績評価
• 審議会・研究会等
• 情報公開・個⼈情報の保護

利⽤者別情報

• 個⼈の⽅
• 法⼈の⽅
• 源泉徴収義務者の⽅
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